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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　 HPホームページ　長寿長寿応援対象事業

保険・年金
国民年金保険料
　8年度の国民年金保険料は、月額1万7920円です。
　保険料は、4月上旬に日本年金機構から発送される
納付書で、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア
のほか、スマートフォン決済アプリから納付すること
ができます。納付書が手元にない場合でも、ねんきん
ネットからPay-easyで納付することができます。このほ
か、口座振替・クレジットカードでの納付も可能です。
　また、一定期間の保険料をまとめて納付することで
保険料が割引になる前納制度があります。詳細は、日
本年金機構 HPをご確認ください。
問杉並年金事務所☎3312-1511

生活・環境
「すぎナビ」のリニューアル
　システム入替に伴い、4月から杉並区公式電子地図
サービス「すぎナビ」をリニューアルします。背景地
図が刷新され見やすくなるほか、提供する地図情報を
拡充します。詳細は、区 HP同案内をご覧ください。
問土木管理課

子育て・教育
就学援助
　区内在住で国公立小中学校に通学している児童・生
徒の保護者に対し、入学準備金・学用品など学校で
必要な費用の一部を支給する制度です。詳細は、区
HP同案内をご覧ください。

者 ドナーが勤務している事業者　申申し込み方法の
詳細は、日本骨髄バンク HP参照／申込期限 ドナー
が骨髄・末梢血幹細胞の提供に要した入院・通院期
間の最後の日から1年以内　問杉並保健所健康推進課
管理係☎3391-1355

狂犬病予防定期集合注射
　飼い犬には年1回、狂犬病予防注射を接種しなけれ
ばなりません。定期集合注射を、東京都獣医師会杉
並支部所属の協力動物病院で実施します。個別に送
付する「注射のお知らせ」「会場一覧表」をご確認く
ださい。なお、これから犬の登録をする方はお問い合
わせください。
時6月30日㈫まで　費注射料3200円。注射済

ず み

票550
円　問杉並保健所生活衛生課管理係☎3391-1991

採用情報 ※詳細は、区・団体などの HP参照。

①特別区立幼稚園・子供園教員採用候補者
申特別区人事・厚生事務組合 HPから、5月12日午後
5時までに申し込み

②特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者
申申し込み方法・申込期限などの詳細は、特別区人
事・厚生事務組合 HP参照

いずれも
内勤務場所 東京23区の区立幼稚園ほか（大田区・
足立区を除く）　問特別区人事・厚生事務組合教育委
員会事務局人事企画課採用選考担当①☎5210-9857
②☎5210-9751

ゆるりと杉並　相談支援員
内ひきこもり当事者・家族からの相談・支援対応ほ
か▶勤務日時 原則、月～金曜日の午前10時30分～
午後8時30分のうち、実働8時間（土・日曜日、祝日
に勤務の場合あり）▶勤務場所 OSDよりそいネット
ワーク（豊島区巣鴨3丁目）ほか▶報酬 月額30万～
35万円　申詳細は、区 HP同案内をご覧ください　問
同法人☎5961-5252（火～土曜日午前10時～午後6時
〈祝日を除く〉）

区からのお知らせ

※★は当日、直接会場へ。

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ
住まいの修繕・増改築無料
相談★

時月・金曜日▶受け付け 午後1時～3時45分（祝日を除く）　場区役所1階ロ
ビー

問杉並区小規模建設事業団体連絡会事務局（東京土建杉並支部
まちづくりセンター内）☎3317-0450、区住宅課☎5307-0661

住宅の耐震無料相談会・
ブロック塀無料相談会★

時4月8日㈬午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面などがある場合は持
参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現況写真などを持参

問市街地整備課耐震改修担当

マンション管理無料相談
時4月9日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー　対区内在住のマン
ション管理組合の役員・区分所有者ほか　定3組（申込順）

申申込書（区 HP同案内から入手可）を、杉並マンション管理士
会事務局 FAX 3393-3652へファクス。または同会 HPから申し込
み　問同会事務局☎3393-3680、区住宅課空家対策係

行政相談★ 時4月10日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1階）　内国の仕事な
ど（年金・福祉・道路など）の苦情・相談

問区政相談課☎5307-0728

行政書士による相談
時4月10日㈮午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　内相続・遺言・離
婚・金銭問題などの書類作成や手続きに関すること　定6名（申込順）　他1人
30分

申電話で、専門相談予約専用☎5307-0617（午前8時30分～午後
5時）。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）／申込開始日
4月3日　問同課☎5307-0728

専門家による空き家等の
総合無料相談

時4月16日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場①オンラインで実施②住
宅課（区役所西棟5階）　対区内の空き家などの所有者ほか（親族・代理人を含
む）　定各1組（申込順）

申電話で、住宅課空家対策係。または申込書（区 HP同案内か
ら入手可）を、同係 FAX 5307-0689へ郵送・ファクス。申し込み
フォーム（区 HP同案内参照）からも申し込み可／申込期限 ①4
月9日②14日　問同係

不動産に関する無料相談 時4月16日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー 申 問電話で、東京都宅地建物取引業協会第10ブロック☎6407-
9152（午前9時～午後5時〈正午～午後1時、土・日曜日を除く〉）

弁護士による土曜法律相談
時4月18日㈯午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　定12名（申込順）　
他1人30分

申電話で、専門相談予約専用☎5307-0617（午前8時30分～午後
5時）。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）／申込期間
4月13日～17日　問同課☎5307-0728

建築総合無料相談会・
ブロック塀無料相談会★

時4月21日㈫午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面などがある場合は持
参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現況写真などを持参

問東京都建築士事務所協会杉並支部☎6276-9208、区市街地整
備課耐震改修担当

杉並区空
あき

家
や

等利活用相談
窓口個別相談会

時4月23日㈭・24日㈮午前10時～午後4時　場区役所1階ロビー　対区内にあ
る空き家・空き家となる恐れがある建築物を所有している方、区内在住で空き
家（区内・区外）を所有している方（いずれも親族・代理人を含む）

申電話・Eメール（12面記入例）で、同窓口☎5397-7717
suginami-akiya@hosoda.co.jp（午前9時～午後6時〈水・日曜日
を除く〉）。または申し込みフォーム（区 HP同案内参照）から申
し込み。直接、住宅課空家対策係へ申し込みも可　問同係　他協
働 細田工務店

各種相談

対世帯収入（年収）の合計額から算出した金額が、教
育委員会で定める認定基準額以下の世帯ほか　申申
請書（区立小中学校、学務課就学奨励担当〈区役所東
棟6階〉で配布）を在学校へ提出。または同担当へ郵
送・持参　問同担当☎5307-0761 他区外の学校に
通学している場合はお問い合わせください

養育費確保支援事業の充実
　ひとり親家庭における養育費の継続した履行確保を
図るため、養育費確保支援事業を実施しています。8
年度から同事業を充実させ、保証契約の有無にかか
わらず公正証書などの作成費用を助成します。詳細
は、区 HP同案内をご覧ください。
対区内在住の現に子を養育しているひとり親で、経費
を負担した方　問子ども家庭部管理課ひとり親家庭
支援担当☎5307-0343

健康・福祉
国の手当額の改定
　4月分から下表の手当の支給月額が改定されまし
た。手続きは不要です。

手当 支給月額
特別児童扶養手当（1級） 5万8450円
特別児童扶養手当（2級） 3万8930円

特別障害者手当 3万450円
障害児福祉手当 1万6560円
経過的福祉手当 1万6560円

問障害者施策課障害者手当・医療係☎5307-0781

骨髄提供者などへの助成
　ドナー（提供者）とドナーが勤務する事業者にかか
る負担を軽減し、多くの骨髄・末

まっしょう

梢血幹細胞移植を実
現するために、助成金を交付します。
内助成額 ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供に要し
た入院・通院日数に応じて助成▶ドナー 1日2万円▶
事業者 1日1万円／いずれも上限通算7日まで　対ド
ナー 区内在住で日本骨髄バンクが実施する骨髄バン
ク事業で、骨髄・末梢血幹細胞の提供をした方▶事業



令和8年（2026年）4月1日　No.2425

募集します
広告掲載
◆広報すぎなみ　7～9月発行号
内配布方法 新聞折り込み、区施設・駅・コンビニエ
ンスストアなどの広報スタンドほか▶発行日 月2回
（1・15日）▶発行部数 約16万7000部（6年度実績）
▶掲載料 1号1枠1万円▶規格 縦10㎜×横235㎜▶掲
載位置 広報紙中面下部欄外　申申込書類（区 HP同
案内から入手可）を広報課広報係へ郵送・ファクス・
持参。または申し込みフォーム（区 HP同案内参照）
から申し込み／申込期限 4月30日
◆区ホームページ　バナー広告
内閲覧数 月平均約16万件（トップページ。6年度実
績）▶掲載料 月1枠2万円▶規格 GIF画像・JPG形

式。縦60ピクセル×横120ピクセル。4キロバイト以下
▶掲載位置 トップページ下部▶その他 5日までの申
し込みで翌月1日からの掲載　申申込書類（区 HP同
案内から入手可）を、同係へ郵送・ファクス・Eメー
ル・持参

いずれも
問広報課広報係（区役所東棟5階☎5307-0339 FAX331
2-9911 koho-suginami@city.suginami.lg.jp）

まちづくり助成まちづくり活動団体
　区内で行う地域に開かれ将来にわたって住みよい住
環境づくりに貢献する区民主体の自主的なまちづくり
活動に対し、助成します。審査方法などの詳細は、区
HP同案内をご覧ください。
内①びぎなーコース②すてっぷコース▶助成上限額
①3万円②7万円▶募集団体数 各4団体　対①規約・

会則を定めて区内で活動する5名以上の団体②区に登
録したまちづくり団体　申申請書（都市整備部管理課
庶務係〈区役所西棟5階〉で配布。区 HPからも入手
可）を5月29日までに同係へ持参　問同係　他新規団
体は5月20日までに要事前相談

官公庁からのお知らせ
家内労働の委託状況届の提出
　家内労働者へ内職などを委託している委託者は、4
月1日現在の家内労働者数などについて、4月30日まで
に委託状況届を労働基準監督署へ提出することが義務
付けられています。
問東京労働局労働基準部賃金課家内労働係☎3512-
1614

令和8年度
「二十歳のつどい」

家庭用生ごみ処理機の
購入費の補助

建築物の解体等工事に
係るアスベスト分析
調査費用の補助

聞こえない・
聞こえにくい方への
支援のご案内　区では、20歳という節目の年に改めて成人であることの自覚と自立

を促し、次代を担う青年への期待と励ましを伝えるための式典「二十
歳のつどい」を開催します。

　生ごみのリサイクル・減量を推進するため、家庭用
生ごみ処理機の購入費補助を行っています。詳細は、
区 HP（右2次元コード）をご覧ください。 　建築物の解体等工事におけるアスベスト事前調査に

ついて、所有者の負担軽減、調査実施の促進のため、
区内の建築物における調査費用の一部を補助します。
申請には、事前相談が必要です。詳細は、区 HP（右2
次元コード）をご覧ください。

　聞こえない・聞こえにくいと感じている方に対し、
区施設などでさまざまな支援をしています。詳細は、
区 HP（右2次元コード）をご覧ください。

参加回について

　住所地域ごとに、参加する回を分けています。割り
振りは、区 HP（右2次元コード）をご覧ください。
　参加回は変更可能です。変更手続きの詳細は、12
月上旬までに対象者へ発送する案内状をご確認くだ
さい。

対平成18年4月2日～19年4月1日生まれのうち、区内在住の方および区内在
住歴・区立小中学校在学歴があり児童青少年課青少年係に参加希望の事前
申し込みをした方　問同係☎3393-4760

申申請書類（ごみ減量対策課事業計画係〈区役
所西棟7階〉で入手可。または電話で同係に請求）
を、9年3月31日までに同係へ郵送・持参　問同
係☎5307-0667 他1世帯1基。予算額に達した
時点で終了

問環境課公害対策係　他同一補助対象建築物について1回。同一補助対
象者について、同一年度につき1回

 対象
区内在住で4月1日～9年3月31日に生ごみ処理機
を購入し継続して使用する方（直近5年度内に同
補助を受けた方を除く）

 補助金額
本体購入金額（税込み。ポイントなどの還元分で
の支払額を除く）の2分の1／上限2万円

 補助対象調査
建築物で解体等工事の着手前に実施するアスベスト分析調査(建築物石
綿含有建材調査者が行う目視・設計図書などによる調査で明らかにならな
かった場合に専門の分析調査機関に依頼する分析調査）

 補助金額
分析調査費用の2分の1／上限5万円

 申請期間
9年2月26日（予算額に達した時点で終了）

問障害者施策課事業推進係

●手話通訳者・要約筆記者の派遣
●区役所・福祉事務所に手話通訳を配置
時①月・水曜日午前9時～午後4時（4・10・3月は5時まで）②
第3木曜日午後1時～3時　場①区政相談課（区役所東棟1階）
②杉並福祉事務所荻窪事務所（天沼3-19-16）

●遠隔手話通訳サービス（遠隔窓口手話システム）
●電話代理支援サービス
●�広報番組「すぎなみスタイル」の手話通訳・字幕
●区議会本会議・委員会の手話通訳など
●杉並区手話講習会の実施

主な支援

9年1月11日㈷日程

杉並公会堂（上荻1-23-15）場所

※申し込みは、開始日の記載がない場合は「広報すぎなみ」の発行日からとなります。　　　　　　　　　　杉並区役所☎ 3312-2111（代表）〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※申込期限に（消印有効）の記載がない場合は必着です。
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。 ▲区 HP
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　区長と区民の皆さんが、行政課題をテーマに直接意見交換を行う「  っくオフ・ミーティング」の
参加者を募集します。当日は、テーマについて説明した後、グループトーク・区長を囲んでの全体
トークを行います。さまざまな意見やアイデアを伺い、今後の区政の参考にしていきます。

5月16日●土午後1時30分～4時30分

アニメで盛り上げる杉並！
～なみすけも活用した魅力の発信

テーマ

日　時

区政を話し合う会

●参加者は本募集によるほか、無作為抽出で案内した2000名の中から応募した方を対象に抽選により選出します。
●ミーティングの様子を、後日YouTube杉並区公式チャンネルなどで配信するほか、報告書の作成などのために撮影します。
●当日の見学・傍聴をお断りしています。

■場区役所第5・6会議室（西棟6階） ■対区内在住で18歳以上の方　■定20名　■申はがき・Ｅメール（12面記入例）にテーマに関する意見も書い
て、区政相談課 sodan-k@city.suginami.lg.jp。または申し込みフォーム（区 同案内〈右2次元コード〉）から申し込み／申込期限＝4月15
日 ■問同課☎5307-0728 ■他1歳～就学前の託児あり（事前申込制）

HP

き

聴

　西宮中学校は、校舎の老朽化のため改築します。改築に伴い、多世代が気軽に利用できる地域コミュニティー施設である（仮称）コミュニティふらっ
と宮前を敷地内に併設します。今回は、校舎配置などについて区民の皆さんのご意見を伺うため、オープンハウスを開催します。

西宮中学校改築・（仮称）コミュニティふらっと宮前
整備に関するオープンハウスの開催

4月10日㈮午後6時～8時・11日㈯午後2時～4時日時 場西宮中学校（宮前5-1-25）　問学校整備課教育施設計画係☎5307-
0802、地域課地域施設係☎5307-0640 他車での来場不可

　4月10日は、交通事故死ゼロを目指す日です。詳細は、区 HP（右2次元コード）をご覧ください。

4月6日～15日は春の全国交通安全運動
世界一の交通安全都市TOKYOを目指して

運動の重点

●通学路・生活道路での歩行者の安全確保
●自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理
解・遵守の徹底

●ながらスマホの根絶・歩行者優先などの安全運転意識
の向上

●二輪車の交通事故防止

問都市整備部管理課交通企画係☎5307-0793

　都より、善福寺川上流地下調節池に関する工事の説明会を行います。また、区からは、グリーンインフラの取
り組みを紹介します。詳細は、区 HP（右2次元コード）をご覧ください。

「善福寺川上流地下調節池工事」の説明会の開催

場①西田小学校（荻窪1-38-15）②神田川・環状七号線地下調節池善福寺川取水施設（堀ノ内2-1-1）　問都第三建設事務所☎5942-
5778、区土木計画課☎5307-0739 他18日に調節池の見学会を実施。詳細は、区 HP参照

①4月17日㈮午後5時～8時②18日㈯午後1時～5時日時
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　地域の方々が協力し、子どもたちが気軽に集える居場所がつくられてい
ます。教育委員会では、より多くの子どもたちが広いスペースでのびのび
と活動できるよう、学校施設などを活用したさまざまな居場所づくりを、
地域の実情に合わせて検討・推進しています。

問地域・学校協働担当課学校開放担当☎5307-0764

すぎなみ教育だより

詳細は、杉並区教育委員会 HP

教育現場の今をお届けします

第13号

　原爆ドームの存在感・平和記念式典の厳粛さな
ど、広島でしか体験できない学びを通して理解を深
め、同世代の仲間たちと交流しながら、平和のため
に自分たちができることを一緒に考えていきます。

広島平和学習中学生
派遣事業の参加者募集

子育て支援事業のご案内

場広島県広島市　対事前学習などに
参加できる区内在住の中学2・3年生　
定24名（選考）　申詳細は、区 HP参
照／申込期限 区立中学校の生徒 各
学校の申込期限▶区立中学校以外の
生徒 5月1日午後5時　問区民生活部
管理課平和事業担当☎5307-0849

次世代育成基金活用事業

8月5日㈬～7日㈮（2泊3日）日時

　詳細は区 HPをご覧ください。

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり
利用支援）対象者の拡大

つどいの広場の利用料の無償化

ひとり親家庭休養ホーム事業制度の変更

　都ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）
認定事業者を利用する場合の利用料金を就学前の子どもを
対象に一部補助しています。8年度から、同事業の対象者
を拡大します。
対区内在住の小学3年生以下の病児・病後児または学童ク
ラブ待機児童の保護者　申申請方法の詳細は、区 HP参照
／申込開始日 7月1日　問地域子育て支援課子育て支援係
☎5307-0345

　0歳～就学前の子どもとその保護者
などが自由に過ごせる「つどいの広
場」を実施しています。8年度から、
利用料を無償化します。
問地域子育て支援課子育て支援係☎
5307-0345

　ひとり親家庭の20歳未
満の子どもとその保護者
を対象に、休養・レクリ
エーションのために区の
指定施設を利用するとき
に、利用料金の一部を助
成しています。8年度か
ら、制度の一部を変更し
ます。

内助成額 日帰り施設 1人当たり2000円▶宿泊施設 1人当たり
6500円▶対象施設 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー、
東京ドームシティアトラクションズ、湯の里「杉菜」、休暇村ほか　
問子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当☎5307-0343

変更点

・�宿泊と日帰りを合わせて、年間3回まで利用可（宿泊は1泊
を1回とし、上限2回まで）
・一部の日帰り施設でオンライン申請が可能

地
域
と
共
に
創
る

子
ど
も
の
居
場
所

　高校生相当までの子どもの区立体育施設一般使用に係る料金を無償化（免除）します。無償（免
除）での利用には、登録が必要です。登録方法などの詳細は、区 HPをご覧ください。

子どもの区立体育施設一般使用の無償化

問スポーツ振興課施設管理係☎5307-0766

区内在住・在勤・在学で高校生相当以下の子ども対象

▲区 HP

▲�ひとり親家庭
休養ホーム事
業

▲区 HP

▲つどいの広場

▲�ベビーシッター
利用支援事業


